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大
宮
・
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
を
満
員
に
し
た

二
五
〇
〇
名
の
仏
教
徒

直

　
第
三
十
六
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
埼
玉
大
会
が
、

さ
る
十
月
五
日
（
木
）
午
後
一
時
よ
り
、
埼
玉
県
大

宮
市
の
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

　
今
次
大
会
は
「
共
に
生
き
よ
う
　
一
か
け
が
え
の

な
い
　
こ
の
い
の
ち
一
」
と
の
大
会
テ
ー
マ
の
も

と
、
二
千
五
百
余
名
が
参
集
し
、
ま
た
韓
国
仏
教
宗

団
協
議
会
の
代
表
四
名
に
も
ご
来
席
い
た
だ
い
て
、
　
　
卜

盛
大
か
つ
熱
意
溢
れ
る
大
会
と
な
っ
た
。

　
午
後
一
時
に
開
会
が
宣
言
さ
れ
る
と
、
前
回
開
催

県
で
あ
る
福
岡
県
仏
教
連
合
会
副
会
長
・
松
尾
善
雄

師
よ
り
、
埼
玉
県
仏
教
会
会
長
・
江
連
俊
則
師
に
大

会
旗
が
手
渡
さ
れ
、
大
会
の
幕
が
上
が
っ
た
。
県
内

の
宗
門
学
校
、
小
松
原
高
等
学
校
と
小
松
原
女
子
高

等
学
校
の
学
生
諸
氏
に
よ
る
、
厳
粛
で
清
楚
な
献
灯

セ
レ
モ
ニ
ー
に
続
い
て
、
大
会
総
裁
・
全
日
本
仏
教

会
会
長
・
中
村
康
隆
貌
下
を
導
師
に
迎
え
、
四
弘
誓

願
、
三
帰
依
文
を
唱
和
。
総
裁
管
下
の
挨
拶
に
続

き
、
式
典
で
は
地
元
、
大
宮
市
長
・
新
藤
亮
弘
氏

（
代
読
）
と
韓
国
仏
教
宗
団
協
議
会
副
会
長
・
李
泓

波
師
の
祝
辞
を
い
た
だ
い
た
。
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▲小松原女子高校の生徒による献灯セレモニー

＜ご挨拶される中村康隆会長

祝辞を述べられる李泓波師

後方は通訳の郭湊露氏

中
村
会
長
の
導
師
に
よ
る
法
要
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来賓の韓国仏教宗団協議会代表
左から李師、金時玄師、金道国師
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こ：念

全講

案演

　
記
念
講
演
で
は
、
南
無
の
会
会
長
・
松
原
泰
道
師

が
「
い
い
人
生
の
築
き
方
」
と
題
し
て
、
お
よ
そ
一

時
間
に
わ
た
っ
て
、
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
法
話
を

さ
れ
た
。
多
く
の
例
を
引
い
て
流
れ
る
よ
う
に
語
ら

れ
る
口
調
に
、
二
千
五
百
人
の
聴
衆
は
、
時
に
笑
い
、

時
に
目
を
潤
ま
せ
な
が
ら
、
共
に
生
き
る
と
い
う
こ

と
の
仏
教
的
意
味
を
心
に
刻
み
、
今
日
の
話
を
人
生

の
指
針
と
し
て
、
万
雷
の
拍
手
で
幕
を
閉
じ
た
。

1995年11月1日

　
去
る
十
月
十
一
日
午
後
二
時
か
ら
、
東
京
の
赤
坂

プ
リ
ン
ス
・
ホ
テ
ル
で
、
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。

赤坂プリンスホテル

で開催された理事会

催
．

　
議
長
に
伊
藤
治
雄
理
事
長
、
議
事
録
署
名
人
に
海

老
原
容
光
、
増
田
貞
圓
の
両
面
を
選
ん
で
審
議
に
入

っ
た
。

　
議
案
第
一
号
「
常
務
理
事
の
変
更
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
件
」

　
伊
藤
議
長
よ
り
上
程
、
伊
東
同
和
推
進
部
長
が
説

明
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

　
議
案
第
＝
号
「
平
成
入
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方

針
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
伊
藤
議
長
よ
り
上
程
、
鷲
尾
財
務
部
長
が
説
明
、

原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

　
議
案
第
三
号
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
伴
う
負
担

金
減
免
の
承
認
を
求
め
る
件
」

　
伊
藤
議
長
よ
り
上
程
、
鷲
尾
財
務
部
長
が
説
明
、

原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

　
議
案
第
四
号
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
義
援
金
支
出

の
承
認
を
求
め
る
件
」

　
伊
藤
議
長
よ
り
上
程
、
鷲
尾
財
務
部
長
が
説
明
、

原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

　
議
案
第
五
号
「
事
務
総
局
人
事
に
つ
い
て
承
認
を

求
め
る
件
」

　
伊
藤
議
長
よ
り
上
程
、
白
幡
事
務
総
長
が
新
し
い

国
際
文
化
部
長
と
し
て
、
吉
橋
勝
寛
師
を
紹
介
、
承

認
さ
れ
た
。

　
協
議
事
項
「
ル
ン
ビ
ニ
i
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業
の

現
況
と
今
後
に
つ
い
て
」

　
川
井
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
長
が
、
考
古
学
調
査
の
現

況
と
今
後
の
見
通
し
を
報
告
し
た
。

　
報
告
事
項
①
「
宗
教
法
人
審
議
会
に
つ
い
て
」

　
伊
藤
理
事
長
が
、
審
議
会
の
経
過
を
報
告
、
出
席

者
よ
り
活
発
な
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　
報
告
事
項
②
「
日
宗
連
主
催
第
十
二
回
宗
教
と
税

制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
」

　
伊
東
同
和
推
進
部
長
よ
り
報
告
さ
れ
た
。

報
告
事
項
③
各
種
委
員
会
藻
貝
の
変
更
に
つ
い
て

　
伊
東
同
和
推
進
部
長
よ
り
報
告
さ
れ
た
。

報
告
事
項
④
事
務
総
局
各
部
報
告

各
担
当
部
長
よ
り
報
告
さ
れ
た
。
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シ

ン
　
ポ
ジ
ウ
　
ム

差
別
法
名
・
戒
名
の
早
期
改
正
に
向
け
て

第
七
回
加
盟
団
体
代
表
者
同
和
研
修
会
か
ら

　
本
年
度
の
加
盟
団
体
代
表
者
同
和
研
修
会
は
、
去

る
十
月
二
日
午
後
一
時
半
よ
り
、
京
都
グ
ラ
ン
ド
ホ

テ
ル
を
会
場
に
、
標
記
の
テ
ー
マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
開
催
し
、
本
会
加
盟
の
宗
派
・
都
道
府
県
仏
教
会

の
代
表
者
な
ど
入
十
画
名
が
参
加
し
た
。

　
以
下
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
各
パ
ネ
ラ
ー
の
発
言
要

旨
を
掲
載
す
る
。

　
　
　
☆
　
　
　
　
★
　
　
　
　
☆

三
浦
崇
師
（
真
宗
大
谷
派
同
和
推
進
本
部
長
）

　
真
宗
大
谷
派
に
お
い
て
は
、
一
九
入
三
年
に
鹿
児

島
別
院
の
過
去
帳
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
繹
尼
巌
巌
」

以
来
、
二
つ
の
差
別
法
名
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、

法
名
を
つ
け
改
め
、
古
い
墓
石
・
位
牌
は
宗
務
所
に

保
管
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
遺
族
宅
を
訪
問
し
、
詳

細
を
説
明
し
了
解
を
得
て
仏
前
で
法
要
を
勤
め
る
な

ど
し
て
い
る
。
ま
た
宗
内
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
と
、
出
向
い
て
の
第
二
次
調
査
に
よ
り
、
稜
・

畜
な
ど
の
文
字
が
含
ま
れ
る
差
別
法
名
が
七
例
見
つ

か
っ
た
。
差
別
法
名
の
手
引
書
の
存
在
は
確
認
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
個
々
の
法
名
に
即
し
て
判
断
し
て

き
た
。

　
転
宗
に
よ
る
差
別
戒
名
墓
石
の
改
修
は
、
長
野
県

下
の
四
ケ
寺
で
調
査
を
行
い
、
当
該
寺
院
住
職
、
門

徒
、
行
政
、
地
域
社
会
、
関
連
す
る
他
宗
派
と
協
議

し
、
対
応
し
て
い
る
。

　
大
谷
派
と
し
て
は
、
関
係
者
と
充
分
協
議
し
、
特

に
当
該
門
徒
の
意
見
を
尊
重
し
て
、
差
別
墓
石
の
改

修
を
進
め
て
い
る
。
な
お
、
今
後
改
め
て
実
態
の
把

握
に
努
め
、
教
区
同
和
協
議
会
と
の
連
携
を
深
め
て

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
身
元
調
査
お
断
り
の
趣
旨

は
、
住
職
・
皇
族
だ
け
で
な
く
門
徒
さ
ん
へ
の
研
修

も
進
め
て
い
き
た
い
。

山
田
能
裕
師
（
天
台
宗
無
籍
・
社
会
部
長
）

　
天
台
宗
の
墓
石
・
法
名
改
正
の
基
本
精
神
は
、
一

二
〇
〇
年
前
の
法
相
宗
の
徳
一
法
師
と
比
叡
山
の
最

澄
伝
教
大
師
の
論
争
以
来
、
す
べ
て
が
平
等
で
あ
り
、

三
乗
の
乗
り
物
は
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
て
、
本
来
は
一

乗
に
帰
す
る
と
い
う
、
法
華
一
乗
の
教
え
が
根
本
で

あ
る
。

　
こ
の
大
乗
仏
教
を
根
底
と
し
て
き
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
宗
教
者
も
時
勢
や
時
の
権
力
に
は
弱
く
、
基
本

線
を
守
れ
ず
、
，
大
変
ご
迷
惑
を
か
け
て
き
た
、
と
い

う
こ
と
に
は
、
現
代
の
私
た
ち
も
同
じ
宗
教
者
と
し

て
心
か
ち
幟
悔
申
し
上
げ
る
。
再
び
過
ち
を
犯
す
こ

と
の
な
い
よ
う
、
原
点
に
立
ち
返
っ
て
や
っ
て
い
こ

う
、
と
い
う
の
が
天
台
宗
の
方
針
で
あ
る
。

　
具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
、
宗
内
寺
院
に
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
が
、
十
分
な
回
答
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
。
　
『
部
落
史
の
見
方
考
え
方
』
　
（
寺
木

伸
明
著
・
解
放
出
版
社
）
の
記
述
か
ら
、
長
野
県
下

の
寺
院
の
元
檀
家
（
現
在
は
真
宗
大
谷
派
に
転
宗
）

に
差
別
戒
名
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
元
檀
家
、
教

区
、
同
院
住
職
、
部
落
解
放
同
盟
支
部
、
行
政
、
真

宗
大
谷
派
な
ど
と
協
議
・
協
力
し
て
、
お
位
牌
の
書

き
換
え
を
し
、
一
年
後
に
慰
霊
法
要
・
地
蔵
菩
薩
像

を
建
立
し
て
、
現
在
で
き
う
る
取
り
組
み
を
し
た
。

　
今
後
は
、
差
別
撤
廃
を
徹
底
的
に
行
い
、
さ
ら
に

は
人
権
擁
護
・
自
然
保
護
に
ま
で
進
め
て
い
き
た
い
。

若
槻
繁
隆
師
（
真
言
宗
豊
山
派
総
務
部
長
）

　
部
落
解
放
同
盟
の
指
摘
を
受
け
て
、
わ
が
宗
内
に

差
別
戒
名
の
あ
る
こ
と
を
知
り
、
一
九
入
一
年
と
入

二
年
に
全
寺
院
を
対
象
に
文
書
調
査
を
行
い
、
八
三

年
よ
り
、
九
十
九
ケ
寺
の
関
係
寺
院
す
べ
て
に
現
地

調
査
を
行
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
事
象
に
よ
る
も
の
を

含
め
、
三
十
四
ケ
寺
、
墓
石
一
入
七
基
、
戒
名
数
九

二
三
霊
が
判
明
し
た
。

　
差
別
墓
石
は
差
別
の
歴
史
の
証
拠
で
あ
る
と
同
時

に
、
今
日
も
身
元
調
査
に
利
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ

り
、
慎
重
か
つ
早
急
に
改
正
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ち

一5一
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発表される各師

な
い
。
改
正
作
業
は
、
施
主
の
宗
教
感
情
を
配
慮

し
、
当
該
寺
院
、
施
主
、
宗
派
、
行
政
、
運
動
団
体

と
の
対
話
が
必
要
で
あ
る
。
墓
石
に
つ
い
て
は
、
菩

提
寺
の
境
内
に
供
養
塔
を
建
立
し
合
祀
す
る
。
過
去

帳
は
檀
家
所
有
の
も
の
も
含
め
書
き
換
え
、
旧
過
去

帳
は
宗
派
が
厳
重
に
管
理
す
る
。
宗
内
寺
院
に
過
去

帳
の
閲
覧
禁
止
を
通
達
し
て
い
る
。
位
牌
は
作
り
直

す
。
墓
石
・
過
去
帳
・
位
牌
と
も
そ
の
改
正
費
用
は

宗
派
が
負
担
す
る
。
こ
れ
ま
で
本
宗
派
が
差
別
を
温

存
助
長
し
て
き
た
責
任
を
明
ら
か
に
し
、
俄
悔
立
下

し
て
、
差
別
を
受
け
て
き
た
過
去
精
霊
の
荒
都
を
弔

う
た
め
、
総
本
山
長
谷
寺
に
平
等
供
養
塔
を
建
立

し
、
供
養
に
勤
め
て
い
る
。

　
今
後
は
、
県
単
位
で
再
調
査
を
し
て
改
正
作
業
を

促
進
す
る
つ
も
り
で
い
る
。
宗
内
意
識
の
啓
発
を
す

る
た
め
、
支
所
・
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
同
和
推
進
研
修
会

や
同
和
推
進
講
習
会
を
行
い
、
啓
発
に
力
を
入
れ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
運
動
団
体
や
行

政
と
の
連
携
を
深
め
て
い
き
た
い
。

中
井
泰
淳
師
（
日
蓮
宗
人
権
対
策
室
長
）

　
差
別
戒
名
は
、
人
間
尊
重
・
人
間
平
等
を
提
唱
す

る
仏
教
の
本
義
を
逸
脱
し
た
、
仏
教
史
上
の
汚
点
で

あ
り
、
仏
教
教
団
の
存
在
意
義
を
問
う
問
題
で
あ
る
。

　
日
蓮
宗
で
は
、
被
差
別
部
落
を
檀
信
徒
に
抱
え
る

寺
院
が
比
較
的
多
い
教
団
と
認
識
し
て
い
る
が
、
日

蓮
宗
と
し
て
つ
け
た
差
別
法
戒
名
は
判
明
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
今
後
判
明
し
た
場
合
に
は
、
宗
祖
以

来
の
威
風
に
則
っ
て
、
宗
門
の
責
任
を
厳
し
く
受
け

と
め
て
い
き
た
い
。
法
華
経
を
所
依
の
経
典
と
す
る

日
蓮
宗
で
は
「
曲
行
礼
拝
」
の
精
神
に
基
づ
き
、
埋

め
な
い
．
壊
さ
な
い
・
隠
さ
な
い
、
と
い
う
視
点
か

ら
史
実
と
し
て
受
け
と
め
、
餓
悔
滅
罪
の
反
省
を
も

っ
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
宗
門
全
寺
院
を
対
象
に
、
過
去
帳
・
墓
石
等
の
調

査
を
書
面
・
人
権
学
習
会
・
現
地
調
査
な
ど
に
よ
り

進
め
て
い
る
。
社
会
教
化
事
業
協
会
な
ど
を
通
し
て

人
権
意
識
の
高
揚
に
努
め
て
い
る
。

　
調
査
の
結
果
、
佐
賀
県
で
他
宗
派
か
ら
改
宗
さ
れ

た
方
々
で
、
過
去
帳
の
法
号
は
書
き
改
め
ら
れ
て
い

た
が
、
共
同
墓
地
の
墓
石
に
彫
ら
れ
た
差
別
戒
名
が

放
置
さ
れ
て
い
た
事
例
が
判
明
し
た
の
で
、
関
係
者

の
合
意
の
も
と
に
、
抜
魂
法
要
と
供
養
塔
の
建
立
、

菩
提
寺
に
も
供
養
塔
を
建
立
し
、
開
眼
法
要
を
修
し

た
。
近
年
、
長
野
県
で
も
類
似
の
事
例
が
判
明
し
た

の
で
、
同
様
に
誠
意
を
も
っ
て
対
応
し
た
い
。

　
取
り
組
み
の
陸
路
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
当
該
寺

院
の
住
職
が
伏
せ
て
お
こ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
や

も
し
れ
な
い
の
で
、
差
別
問
題
・
人
権
意
識
の
喚

起
・
啓
発
に
努
め
た
い
。

川
崎
観
轡
師
（
西
山
浄
土
宗
宗
務
総
長
）

　
私
ど
も
の
宗
門
に
は
被
差
別
地
域
の
人
々
は
い
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
過
去
に
お
い
て
、
我

が
宗
門
の
住
職
や
檀
信
徒
が
、
被
差
別
地
域
の
人
々

の
入
檀
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
現
在
は
被
差
別
地
域
の
人
々
の
入
檀
が
少
し
つ

つ
増
加
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。

　
昭
和
五
十
九
年
以
来
、
宗
内
に
三
度
の
調
査
を
行

っ
た
が
、
差
別
戒
名
の
報
告
は
な
か
っ
た
。
し
か
し

病
名
・
自
殺
等
の
死
因
や
、
女
性
と
家
長
の
関
係
に

つ
い
て
の
記
載
、
使
用
人
な
ど
に
つ
い
て
の
記
載

等
、
不
必
要
な
記
載
が
多
く
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
亡
く
な
っ
た
方
の
人
権
を
傷
つ
け
な
い

よ
う
、
今
後
一
切
記
載
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
ま
た
、
戒
名
の
階
位
に
つ
い
て
は
、
私
ど
も
の
宗

門
で
は
五
重
・
授
戒
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
こ
れ
を
修

行
し
た
方
に
は
「
空
号
、
禅
定
門
・
禅
定
尼
」
と
い

う
法
号
が
授
与
さ
れ
る
。
平
成
三
年
に
私
の
自
坊
で

五
重
・
授
戒
を
勤
め
た
際
に
、
檀
家
の
う
ち
一
軒
だ

け
、
先
祖
が
士
族
で
代
々
院
号
が
つ
い
て
い
る
と
い

う
家
が
あ
り
、
同
和
教
育
推
進
の
一
環
か
ら
、
こ
の

家
の
七
十
代
に
な
る
老
夫
婦
に
何
時
間
も
か
け
て
説

得
し
、
民
主
的
に
他
の
檀
家
と
同
様
の
戒
名
を
授
与

一6一
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す
る
こ
と
に
ご
理
解
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
こ
れ

か
ら
は
多
額
の
寄
付
に
応
じ
て
院
号
を
授
与
す
る
と

い
う
こ
と
が
、
全
宗
門
的
に
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い

新
た
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
啓
蒙
活
動
に
繰
り
返
し
取
り
組
む
こ
と
で
、
住
職

自
身
の
意
識
の
向
上
も
見
い
だ
し
て
い
け
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

村
松
三
章
師
（
曹
洞
宗
人
権
擁
護
推
進
本
部
次
長
）

　
曹
洞
宗
が
人
権
確
立
・
差
別
解
消
に
向
か
っ
て
取

り
組
み
を
始
め
た
の
は
、
一
九
七
九
年
の
第
三
回
世

界
宗
教
者
平
和
会
議
差
別
発
言
に
対
す
る
、
人
権
確

立
を
願
う
人
々
や
部
落
解
放
同
盟
の
皆
さ
ん
に
よ
る

蓮
　
池
　
瑞
　
旭
　
師

糾
弾
・
学
習
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

　
一
九
入
一
年
忌
第
一
会
糾
弾
会
で
差
別
戒
名
の
存

在
を
指
摘
さ
れ
て
よ
り
、
全
宗
門
一
万
五
千
ケ
寺
を

対
象
に
調
査
を
開
始
し
、
同
年
よ
り
一
年
を
か
け
て

五
四
六
ケ
寺
に
第
一
次
調
査
、
入
溝
～
九
二
年
の
一

〇
年
に
わ
た
っ
て
二
二
九
ケ
寺
に
第
二
次
調
査
を
行

っ
た
。
ま
た
九
二
年
か
ら
は
二
三
入
ケ
寺
を
対
象

に
、
　
「
差
別
戒
名
」
改
正
督
励
活
動
を
展
開
し
て
い

る
。　
改
正
の
方
法
と
九
五
年
九
月
一
九
日
現
在
の
改
正

状
況
。
　
「
差
別
墓
石
」
は
個
人
墓
地
や
同
族
墓
地
か

ら
運
び
出
し
、
寺
院
の
境
内
の
「
合
同
供
養
塔
・
三

界
万
事
供
養
塔
」
に
合
祀
す
る
。
運
び
出
し
た
跡
地

に
は
曹
洞
宗
の
費
用
負
担
で
墓
誌
・
地
蔵
像
な
ど
を

建
立
す
る
。
改
正
状
況
五
七
・
四
％
。
　
「
差
別
過
去

帳
」
は
、
曹
洞
宗
よ
り
支
給
す
る
新
し
い
過
去
帳

に
、
　
「
一
般
」
檀
信
徒
と
区
別
な
く
一
連
の
形
式
で

書
き
改
め
る
。
旧
過
去
帳
は
曹
洞
宗
宗
務
庁
が
回
収

保
管
す
る
。
改
正
状
況
五
一
％
。
　
「
差
別
戒
名
」
位

牌
・
檀
信
徒
所
有
の
過
去
帳
は
、
曹
洞
宗
の
費
用
負

担
で
す
べ
て
新
し
い
位
牌
・
過
去
帳
に
改
め
る
。
改

正
状
況
八
○
％
。
九
五
年
四
月
よ
り
未
改
正
寺
院
を

対
象
に
、
改
正
が
停
滞
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
の

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
る
。

　
今
後
の
課
題
と
し
て
、
　
「
栃
木
県
管
内
住
職
差
別

発
言
事
件
」
の
糾
弾
の
中
で
、
　
「
戒
名
の
位
階
」
の

問
題
、
　
「
過
去
帳
」
の
存
在
意
義
の
問
題
、
　
「
檀
家

制
度
し
の
在
り
方
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

蓮
池
瑞
旭
師
（
浄
土
宗
同
和
推
進
事
務
局
参
与
）

　
浄
土
宗
で
は
一
二
～
三
年
前
か
ら
差
別
戒
名
の
改

正
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
当
初
は
取
り
組
み
や

す
い
所
か
ら
寺
院
単
位
で
進
め
た
が
、
現
在
で
は
改

正
の
し
に
く
い
と
こ
ろ
が
残
っ
て
き
て
い
る
。
実
は

残
っ
て
い
る
所
の
方
が
差
別
墓
石
の
基
数
も
多
い
。

改
正
で
き
た
の
は
現
在
把
握
し
て
い
る
内
の
三
四
％

程
度
で
あ
る
。

　
N
市
の
七
ケ
寺
で
は
一
年
半
前
か
ら
取
り
組
ん
で

い
る
が
、
百
基
あ
る
差
別
墓
石
が
ま
だ
一
つ
も
改
正

さ
れ
て
い
な
い
。
実
に
漸
塊
に
耐
え
な
い
が
、
住
職

が
檀
信
徒
に
対
し
て
改
正
の
趣
旨
・
繊
悔
・
方
策
を

伝
え
、
改
正
の
作
業
そ
の
も
の
が
部
落
解
放
を
担
う

こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
墓
石
継
承
者
に
理
解
し
て
も

ら
う
の
に
時
間
を
要
し
て
い
る
。
こ
の
手
順
を
抜
き

に
す
れ
ば
作
業
は
早
く
進
む
が
、
住
職
の
啓
発
と
い

う
点
か
ら
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
過
去
帳
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
は
、
長
野
教
区
の

あ
る
寺
院
で
は
、
差
別
戒
名
の
記
載
さ
れ
て
い
る
過

去
帳
が
一
〇
数
冊
に
も
及
ん
で
お
り
、
作
業
が
遅
れ

て
い
る
が
、
最
近
に
な
っ
て
教
区
の
他
の
寺
院
の
住

職
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
申
し
出
て
い
る
。

　
専
任
の
同
和
推
進
事
務
局
が
あ
り
な
が
ら
、
改
正

作
業
が
進
ん
で
い
な
い
の
は
、
各
寺
院
の
住
職
が
啓

発
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、
今

後
も
積
極
的
に
啓
発
に
取
り
組
み
た
い
。
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第
四
十
一
回
長
野
県
仏
教
徒
上
小
大
会
が
、
十
月

十
三
日
午
前
十
一
時
か
ら
、
上
田
市
民
会
館
で
開
催

さ
れ
た
。
法
要
、
式
典
に
引
き
続
い
て
、
作
家
の
瀬

戸
内
寂
聴
師
が
「
愛
と
死
」
を
テ
ー
マ
に
記
念
講
演

を
行
い
、
つ
め
か
け
た
約
一
千
五
百
人
の
参
加
者
を

魅
了
し
た

奏
璽
9
務
｛
局
眉
録
．
．
墓
≦

　
1
十
月
一

　
　
二
日
　
加
盟
団
体
代
表
者
同
和
研
修
会

　
　
三
日
　
　
「
日
宗
連
」
理
事
会

　
　
五
日
　
全
日
本
仏
教
徒
会
議
埼
玉
大
会

　
　
六
日
　
正
力
松
太
郎
氏
法
要
参
列

年1

一
九
九
五
年
十
一
月
一
日
発
行

　
　
十
一
月
号
　
第
四
＝
二
号

「
　
r
r
・
・
．
・
　
隔
了
・
　
」
，
－
　
し

踏
甲
・
’

　
九
日

＋
一
日

＋
二
日

±
一
百

＋
九
日

二
＋
三
日

二
＋
六
日

二
＋
七
日

三
＋
日

山
本
杉
氏
葬
儀
参
列

局
内
会
議

理
事
会

法
律
相
談
室

長
野
県
仏
教
徒
大
会
出
席

「
日
宗
連
」
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

智
積
院
講
堂
落
慶
法
要
参
列

局
内
会
議

法
律
相
談
室

新
宗
連
会
館
竣
工
式
出
席

同
和
委
員
会

稲
岡
　
覚
順
師
（
元
全
仏
常
務
理
事
）

十
月
入
日
、
入
十
九
歳
で
死
去

元
浄
土
宗
宗
務
総
長

三帰白文、四白誓願、宗門聖日、

加盟団体住所録などを収録！

9×14cmのポケットサイズ

発
行
人
　
白
幡
甘
言

割
判
全
し込みは…

日本仏教会

仏手帳係

発
行
所
　
財
団
法
人
　
　
全

・
7
「
・
薫
ご
薫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
：
享

全脳手帳係 玄
一

仏 妻

．教

会 仏旗のご案内
一《一枚布染め分け》

掴

至 大仏旗 タテ140cm×ヨコ210cm 32，000円
隻

宝 中仏閣 タテ90cm×ヨコ135cm 18，000円

嚢 小仏旗 タテ70㎝×ヨコ100cm 9，300円
中村康隆会長　　ご染筆 墾

港 手 旗　タテ70㎝×ヨコ100cm 8，000円

髪 法輪旗 タテ90㎝×ヨコ135cm 7，400円
（浄土門主硯下） 影

艶

，甲
申込先 全日本仏教会財務部

霞

畜 毬03－3437－9275FAXO3－3437－3260
箱入　　　2，000円 藝

誌
f　　唯

一8一 藝
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